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復帰 

採用 退職 

令和７年度 

茅ヶ崎市立病院職員採用試験案内 

【職種：育児休業代替任期付職員：臨床検査技師】 

 

募集期間      ５月９日（金）～６月２７日（金） 

 

※ 育児休業代替任期付職員とは、職員が育児休業を取得した際に、その職員の代替となる職

員です。例えば、職員Ａが２年間育児休業を取得した場合、その代替となる任期付職員Ｂの

任期は同じく２年となります。 

 

                        

Ａ職員 

 

 

Ｂ職員（任期付） 

                               

 

  この任期付職員は、原則１年以上育児休業を取得する職員の代替として採用されます。 

  育児休業は茅ヶ崎市では子の３歳の誕生日の前日まで取得できますので、任期付職員の任期

は１年以上３年未満程度となります。 

 

１  職種・職務の内容及び採用予定人員等 

職    種 職  務  の  内  容 採用予定人員      

 臨床検査技師 

（育児休業代替任期付職員） 
臨床検査技師業務に従事します。 若干名 

  

２  受験資格 

職    種 受験資格     

 臨床検査技師 

（育児休業代替任期付職員） 
臨床検査技師の免許を取得している人 

※ 外国籍の人も受験できますが、就職が制限される在留資格の人は採用されません。 

※ 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

地方公務員法第１６条の欠格条項（下記規定）に該当する人 

      ＊ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく 

         なるまでの人 

      ＊ 茅ヶ崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

      ＊ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

         破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３  試験方法 

      小論文、面接（個別面接） 

 

勤務（産休含む） 育児休業 勤務 

勤務 
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４ 試験の日程及び会場 

（１）第１次試験  小論文 

   試験の日時 ①令和７年７月１２日（土） ９時００分から１０時１０分まで 

         ②令和７年８月 ２日（土） ９時００分から１０時１０分まで 

   試 験 会 場  茅ヶ崎市立病院会議室 

   合 格 発 表  ①７月中旬、②８月中旬に合否にかかわらず受験者全員に文書で通知し

ます。 

（２）第２次試験  第１次試験合格者に個人面接試験を実施します。 

          個人面接試験日は、①８月上旬、②８月下旬を予定しています。 

          面接試験会場は、茅ヶ崎市立病院会議室です。 

 

５  合格発表から採用まで 

※ 試験の結果は、試験日から概ね２週間位で合否に関係なく受験者全員に書面にて通知しま

す。 

    ※ 電話での合否の問い合わせはできません。 

    ※ 合格者は、茅ヶ崎市立病院職員採用候補者名簿に登載され、欠員状況等により採用されま

す。 

    ※ 採用日は、令和７年１０月１日以降の予定です。 

  ※ 採用候補者名簿の有効期間は、採用を決定した日の属する年度の翌年度の３月３１日まで

です。 

６  受験手続等 

  （１）提出書類 

       ＊ 茅ヶ崎市立病院職員採用試験申込書（本人自筆、写真【３か月以内に撮影した上半

身、無帽、正面向き、縦４cm、横３cmのもの】を貼付） 

      ＊ 当該免許証の写し（原寸大） 

       

（２）提出先（申込書の受付・送付場所） 

        〒２５３－００４２ 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目１５番１号 

                  茅ヶ崎市立病院 病院総務課総務担当 

℡ ０４６７－５２－１１１１（内線１１２１～２）  

   （３）受験申込みの方法 

         申込書は、直接持参又は簡易書留にて郵送してください。 

    ＊ 直接持参の場合の受付時間は、土日祝日以外の８時３０分～１７時１５分です。 

    ＊ 郵送の場合は、締め切りの当日の必着とします。 

 

７  注意事項 

     ※ 受験申込みの際に提出された書類は、お返しできません。 

     ※ 試験当日は、自動車での来場はできません。 

   ※ 受験資格がないこと又は提出書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、          

採用を取り消すことがあります。 
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８  給    与 

     給与は、「茅ヶ崎市病院事業職員の給与の支給等に関する規程」等に基づき支給されます。

令和７年４月１日現在の初任給は、次のとおりです。 

 

 
給料月額（含地域手当） 

新規卒業者（初年度） 経験年数３年（４年目） 経験年数５年（６年目） 

大学卒 ２７２，３６８円 ２９０，４６４円 ２９８，３５２円 

短大卒 ２６８，１９２円 ２８４，８９６円 ２９４，６４０円 

※ このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期末勤勉手当等それぞれ

の支給要件に応じて支給されます。また、採用されるまでに規程等の改正が行われた場合

は、その定めるところによります。 

※ 免許取得時からの経験の内容により、初任給の額が上記表と異なる場合があります。 

 

９  勤務時間 

   ４週間で１５５時間（１週間の目安 ３８時間４５分） 

原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、交替

による夜間・休日勤務がある場合があります。又、採用されるまでに条例等の改正が行われた

場合は、その定めるところによります。 

 

１０ 休    日 

交替制による４週８休制、国民の祝日に相当する日、年末年始（１２月２９日から１月３

日まで）に相当する日。このほか年次有給休暇、特別休暇などがあります。 

  ※ 任期付職員は、育児休業を取得できません。  

 

１１  試験結果の開示について 

   試験の結果については、受験者本人から提供依頼であった場合に限り、次のとおり情報提供をいた

します。 

   電話、はがき等による提供はできませんので、受験票をご持参のうえ受験者本人が直接お越しくだ

さい。 

【提供内容等】 

情報提供を受けることができる人 提供方法 提供内容 提供場所等 

各試験不合格者 口頭 
当該試験の総合順位・

得点 

通知から1ヶ月間、病院総務

課窓口（市立病院別棟３階） 

 

１２  病院見学について 

試験前に見学ご希望の方は、茅ヶ崎市立病院 病院総務課総務担当へ御連絡ください。 

℡ ０４６７－５２－１１１１（内線１１２１～２） 
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●案内図 

●交通 
○ JR 東海道線 茅ヶ崎駅（北口）下車 徒歩２５分 

 相模線  北茅ヶ崎駅下車    徒歩１０分 

○ バス    

 【JR 茅ヶ崎駅】（北口バスターミナル）  

 室田循環（茅１４）  ④番乗場  「市立病院」下車 

 藤沢駅行（藤２１）    

 高山車庫行（辻０９ ） ④番乗場  「市立病院」下車 

 湘南台駅西口行（湘 １１） ①番乗場  「神奈中営業所前」下車 

 湘南ライフタウン行 （茅０３）  徒歩５分 

 文教大学(小出二本松経由)行  

 （茅５０）   

 鶴が台団地行（茅１５）  ②番乗場  「神奈中営業所前」下車 

 松風台行または湘南みずき行 

（茅１７、茅１９） 

  徒歩５分 

 藤沢駅行または辻堂駅北口行 ④番乗場  「本村」下車  

 （藤０７、藤０８、 辻０１）  徒歩１０分  

 【JR 茅ヶ崎駅】（南口バスターミナル）  

 コミュニティバスえぼし号･中海岸南湖循環市立病院線「○33 市立病院」下車 

 【JR 辻堂駅】（北口バスターミナル）  

 茅ヶ崎駅行   ⑦番乗場  「市立病院」下車 

 【JR 香川駅】    

 コミュニティバスえぼし号･北部循環市立病院線 「①市立病院」下車 
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至みずき


